
とのみ居宅介護支援事業所重要事項説明書 

 あなた（又は家族）が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を 

  締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、 

分かりにくいことがあれば遠慮なく質問してください。 

 

（ 事業の目的と方針 ） 

要介護状態にある利用者に対し、適切な居宅介護支援サービスを提供することを目的と

します。その運営に際しては、利用者の居宅を訪問し、要介護者の有する能力やサービ

ス提供を受けている事業所、また、その置かれている環境等の課題分析を通じて、自立

した日常生活を営むことが出来るように「居宅サービス計画書」等の作成及び変更・ 

修正をします。また、関係市町や地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉・

介護サービスと綿密な連携および連絡調整を行い、サービス担当者会議等の開催を通じ

て実施状態の把握に努めます。 

 

（ 居宅介護支援事業者の概要 ） 

名   称 とのみ居宅介護支援事業所 

所 在 地 防府市大字富海２５２０ 

電 話 番 号 ０８３５－３４－５０５５ 

ＦＡＸ番号 ０８３５－３４－１２４７ 

管理者氏名 藤 長 七 美 

指定事業所番号 ３５７０６００７８７ 

指定年月日 平成 １６ 年 ５ 月 １ 日 

 

（ 職員の職種、員数 ） 

   管理者     １名 ・・・・・・ 事業所を代表し、業務の総括。 

主任介護支援専門員 2 名 （専従 1 名（管理者兼務 1 名）） 

介護支援専門員   0 名 （専従 0 名） 

  

（ 営業日及び営業時間 ） 

 （1）営業日   月曜日 から 金曜日までとする。 

         （但し、国民の祝祭日に規定する日、12／29～1／3、8／14～16 を除く。） 

 （2）営業時間  午前８時３０分 から 午後５時３０分 までとする。 

 （3）電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 



（ 居宅介護支援の提供方法 ） 

１．居宅介護支援の提供に関する問い合わせ又は利用申込みは、電話、文書及び事業所  

への来所により受付けます。 

２．事業の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又は家族に対し、サービスの選択に

必要と認められる情報提供等の説明を行い、利用者の同意を得ます。 

３．居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者の希望・意向をもとに居宅 

サービス計画書が作成されていることを説明し同意を得ます。 

  

（居宅介護支援の内容） 

・ 介護保険申請の代行 

・ 利用者、家族への面接による希望・意向の把握及び介護サービス事業所の利用調整 

・ 課題分析による居宅サービス計画の作成、担当者会議の実施 

・ 計画実施後の経過観察とモニタリング、サービスの変更調整 

・ 介護保険の再申請 

・ 苦情処理他 

 

（通常の実施地域） 

   通常の事業の実施地域は、防府市、周南市、山口市（徳地）とする。 

ただし、離島は除く。 

 

（居宅介護支援利用料、その他の費用について） 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるため、自己負担は  

ありません。 

但し、以下の場合は料金が発生することがあります。 

＊保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者(市町)に支払われない場合。 

１ヶ月につき所定の料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を

発行いたします。このサービス提供証明書を後日当該市町窓口に提出され

ますと、全額払い戻しを受けられます。 

＊交通費（通常の実施地域外にお住まいの方） 

防府市、山口市（徳地）、隣接した周南市地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要

です。 

※料金が発生する場合、月毎の清算とし毎月 20 日までに前月分の請求をいたしますので

14 日以内にお支払いください。お支払いを確認後、領収書を発行いたします。 

 

（秘密保持） 

介護支援専門員その他の従事者は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者および

その家族等の秘密を漏らさない守秘義務があります。 

 



（苦情処理の対応・相談窓口） 

苦情があった場合は直ちに連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに、担当者および 

サービス事業者に確認を行います。また、管理者が必要と判断した場合は、管理者等を

含み検討会議を実施し、検討の結果および具体的な回答を直ちに苦情主に伝え、納得が

いくように理解を求めます。 

苦情があったサービス事業者に対する対応等は、その苦情の真の原因を突き止め、より

よいサービスが提供されるよう、充分な話し合い等を実施し円滑な対応が図れるように

いたします。 

苦情担当窓口 担  当 ＴＥＬ 

とのみ居宅介護支援事業所 板村宣芳 ０８３５－３４－５０５５ 

防府市役所 高齢福祉課 ０８３５－２５－２９７９ 

周南市役所 高齢者支援課 ０８３４－２２－１４６１ 

山口市役所 高齢障がい課 ０８３－９３４－２７９３ 

山口県国民健康保険団体連合会 
介護サービス苦情相

談窓口 
０８３－９９５－１０１０ 

＊ 居宅介護支援および利用サービス等に対する苦情がございましたらお申し出下さい。 

 

（緊急時・事故等の対応） 

サービス提供事業者により、容態の変化等の連絡が入った場合には、事前の打ち合わせ

により家族・主治医・関係機関に連絡致します。 

 

（居宅介護支援の提供にあたって留意事項について） 

（1） 利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求める

ことや、居宅サービス計画書に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由につ

いて説明を求めることが出来ますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。 

（別紙 1 にて確認） 

（2） 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容を確認させてい

ただきます。被保険者の住所などの変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせ

ください。 

（3） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該 

申請が行われよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅く 

とも利用者が受けている要介護認定の有効期限が終了する 60 日前にはなされるよう

に、必要な援助を行うものとします。 

（4） 医療機関に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支

援等するため、早期に医療機関と情報共有や連携をする必要がありますので、医療 

機関には担当する介護支援専門員の名前や事業所をお伝えください。 



（5） 当時業者の居宅サービス計画書の訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、 

福祉用具貸与の利用状況は別紙とおりです。（別紙２にて確認） 

（6） 第三者評価の実施は行っていません。 

 

（非常自然災害対策） 

（1） 事業所は、水害・土砂災害・台風・高潮（津波）を含めた非常災害に備えるため、 

防災計画を作成し、利用者への避難訓練を実施します。その際は、点呼や誘導等、 

安全確保に十分な対応を行うものとします。 

（2） 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連

携に努めます。 

 

（衛生管理・感染予防対策） 

(1)   事業所は、すべての従業者・利用者に対して、事業所においての感染症発生、又は 

蔓延しないように、必要な措置を講じるものとします。 

(2)   事業所における感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討します。 

(3)   事業所における感染症の予防及び蔓延の防止のための指針を整備します。 

(4)   備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意します。 

（5）  従業者に対し、感染症の予防のためのワクチン接種を行います。 

 

（虐待防止に関する事項） 

     事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な 

措置を講じます。 

(1) 虐待防止に関する担当者を選任しています。 

 

 虐待防止に関する担当者 管理者  藤長 七美 

  

(2)  成年後見制度の利用を支援します。 

(3)  苦情解決体制を整備しています。 

(4)  従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

 (5)  虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者

に周知します。 

（6） 虐待防止のための指針を整備しています。 

（7） サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者による虐待を受けたと思われる利用

者を発見した場合は、速やかにこれを市に通報します。 

 

（業務継続計画の策定等） 

(1)  事業所は、非常自然災害や感染症の発生時において、利用者に対する指定居宅介護 

支援の提供を継続的に実施するため、及び非常時体制での早期の業務再開を図る 

ための計画を策定し、必要に応じて見直しを行います。 



（身体拘束） 

   事業所は、身体的拘束の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じます。 

(1) 利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を       

除き、身体的等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合は、その態様 

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

(2) 必要時、身体的拘束の適正化のための対策を検討する会議を開催します。 

(3) 身体的拘束の適正化のための指針を整備します。 

 

(カスタマーハラスメント) 

     ご利用者様との信頼に基づいた関係を築くためにも、下記の行動・行為があった際 

には、サービスの提供の中止等をさせていただく場合がございます。    

(1) 大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼす行為。 

(2) 当事業所職員に対する暴力的行為、もしくはその恐れが強い場合。 

(3) 解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害する行為。 

(4) 当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及び 

 スト―カー行為。 

(5）正当な理由なく居宅内に当事業所職員をとどまらせる行為。 

(6) 謝罪や謝罪文を強要する行為。 

(7) その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為。 

 

（個人情報の利用） 

  事業所は、介護保険サービス事業、および市からの委託の福祉サービス事業を遂行するため

に、利用者およびその家族等、または関係機関からいただく個人情報利用の目的は下記の 

とおりです。 

・サービスを提供するために必要な場合。 

・サービス計画の作成および変更に必要な場合。 

・関係機関からの照会への回答に必要な場合。  

・サービス担当者会議や他の関係機関との情報交換および連絡調整のため必要な場合。     

・事業を遂行するための事務（会計・経理など）に必要な場合。 

・利用者の容態変化により、ご親族、医療機関および行政機関等に緊急連絡を要する場合。 

・行政機関の指導または調査を受ける場合。 

・苦情や事故の対応のために必要な場合。 

・サービスの質の向上のため事例検討や勉強会に必要な場合。 

・審査支払い機関への請求事務に必要な場合。 

・サービスや業務の維持改善のための基礎資料として必要な場合。 

 

（契約の終了） 

１．利用者は事業者に対して、契約終了の希望日の１週間前までに通知をすることにより、

この契約を解約することができます。ただし、利用者の急変などやむを得ない事情が 



ある場合は、１週間以内の通知でも解約することができます。 

２．事業者は、人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく

場合がございます。その場合は、1 ヶ月前に文書で通知すると共に、当該地域の他の 

居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供いたします。 

３．事業者は、利用者またはその家族が事業者や介護支援専門員に対して、この契約を継続

しがたいほどの背信行為を行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約を

解約することができます。 

４．次の事由に該当した場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了致します。 

   ① 利用者が介護保険施設に入所した場合。（契約継続を希望される場合を除きます。） 

   ② 利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合。 

③ 利用者が死亡した場合。 

 

※上記以外の利用目的以外については、利用者本人に通知します。 

※個人情報の開示について、本人から保有個人データ（５年間保存）の開示を求められた際は、

本人に対し書面により、延滞なく提供いたします。 

 

利用者は、上記の重要事項の説明を受けたことを確認します。 

また、各種居宅サービス利用に際して必要がある時は、サービス担当者会議等におい

て、利用者とその家族の個人情報を提示することに同意します。 

 

        利用者名                印              

 代理人署名               印  

 家族名                 印  

＜ 事業者 ＞   所在地   〒747-1111 山口県防府市大字富海２５２０ 

名 称   とのみ居宅介護支援事業所 

管理者       藤 長 七 美  印 

介護支援専門員    藤 長 七 美  印           

 

＜緊急時連絡先 ＞  

第 1 連絡先  住所                                       

氏名                （続柄      ） TEL                   

第２連絡先  住所                                 

氏名          （続柄    ） TEL            


